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定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21年 5月 20日 開催の取締役会において、平成 21年 6月 26日 開催予

定の当社第 86回定時株主総会に、下記のとお り定款の一部変更の件について付議するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等

の一部を改正する法律」 (平成16年法律第88号)(以下 「決済合理化法」といいま

す。)が平成21年 1月 5日 に施行されたことにより、上場会社の株式は、株式振替

制度に一斉移行 (いわゆる株券の電子化)いたしました。これに伴い、当社定款規

定のうち、株券、実質株主、実質株主名簿に関する文言を廃止 し、併せて、上記変

更に伴 う条数の変更、文言の修正および追加等所要の変更を行 うものであります。

また、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行 日の翌 日から 1年間は株

主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取 り扱いますので、附則に所要の規定を

設けるものであります。

(2)当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行 う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者 として不適切であると考えています。

そして、こうした不適切な者によつて当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

各



ることを防止 し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するためには、新株予約

権無償割当て等を用いた買収防衛策を導入することが、当社にとつて必要不可欠と

考えてお ります。当社の現行定款においては、買収防衛策に関する規定は設けられ

ていないことから、下記2.記載の変更案第11条のとお り買収防衛策に関する規定を

新設するものです。

変更案第H条第 1項及び第 2項は、買収防衛策について、株主の皆様の意思を可

能な限り反映するため、買収防衛策を当社株主総会の決議によつて導入することが

できる旨を定めるものであります。

変更案第11条第 2項は、会社法第278条第 3項但書に基づき、新株予約権無償割当

てに関する事項の決定について、株主総会で一定の条件を定めた上で当該条件に従

って新株予約権無償割当てに関する事項を決定することを可能とするものです。会

社法においては、取締役会設置会社では取締役会決議のみをもつて、新株予約権無

償割当てをすることが可能とされてお ります (会社法第278条第 3項本文)。 しかし

ながら、当社取締役会は、買収防衛策の一環として新株予約権無償害J当 てを行 うに

際しては、取締役会決議のみをもつて行 うのではなく、株主の皆様の意思に基づい

て行 うため、予め株主総会決議によつて取締役会に委任 していただくことが望まし

いと考えてお ります。

変更案第11条第 2項は、買収防衛策の一環として新株予約権無償害J当 てが行われ

る場合には、新株予約権の内容 として買収防衛策に定める一定の者による権利行使

は認められないとの行使条件や、これに相当する取得条項等を定めることがあるこ

とから、その旨をあらかじめ明らかにするものであります。



2.変更の内容
変更案は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

款定行現 案更変

範 7条  当会社は株式に係 る株券 を発行す 除 )(肖J

第二条 当会社の単元株式数は、1,000株
とする。

第■条 当会社の株主は、その有する単元
未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使すること
ができない。

(現行どおり)

第9条   (現行どおり)

第10条 当会社は株主名簿管理人をおく。
株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議によっ
て選定しこれを公告する。

１

１

３

る。

第■条 当会社の単元株式数は、1,000株
とする。

当会社は、単元未満株式に係る

株券を発行しない。ただし、株式

取扱規則に定めるところについ

てはこの限りでない。

第2条 当会社の株主 (実質株主を含む。
以下同じ)は、その有する単元未
満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することが

できない。

(条文省略)

第10条   (条文省略)

第11条 当会社は株主名簿管理人をおく。
株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議によっ

て選定しこれを公告する。

当会社の株主名簿 (実質株主名簿

を含む。以下同じ。)、 新株予約権

原簿および株券喪失登録簿の作成
ならびに備置きその他の株主名簿
および株券喪失登録簿に関する事
務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取扱わな
い 。

１

１

３



現 行 定 款 変 更 案

(新 設 )

条

　

条

‐２

‐

３８

第

　

第 |(条
文省略)

(新 設 )

第11条 当会社は、株主総会の決議によ
り、買収防衛策を導入することが
できる。

前項に定める「買収防衛策Jと は、
当会社が資金調達などの事業「]的

を主要な目的とせずに募集株式の

発行等または新株予約権の無償割

当て等を行うことにより当会社に

対する買収の実現を困難にする方

策のうち、当会社の企業価値・株
主共同の利益を確保し、向上させ

ることを目的とするものをいう。

当会社は、買収防衛策の一環とし

て、新株予約権無償割当てに関す
る事項について、取締役会の決議
によるほか、株主総会の決議によ

る委任に基づく取締役会の決議に

より決定することができる。

当会社は、前項に基づき新株予約

権無償割当てに関する事項を決定

する場合には、新株予約権の内容
として、次の事項を定めることが

できる。
1.買収防衛策において定める一

定の者 (以下「非適格者」と
いう。)は当該新株予約権を
行使することができないこと

2.当会社が当該新株予約権を取

得する際に、これと引換えに

交付する対価の有無および内

容について、非適格者と非適

格者以外の者とで別異に取扱
うことができること

りおど行現

条

　

条

‐２

１

３８

第

　

第

(附貝り)

第 1条 当会社の株券喪失登録簿の作成お
よび備置きその他の株券喪失登録

簿に関する事務は、これを株主名

簿管理人に委託し、当会社におい

ては取扱わない。
第 2条 前条および本条は、平成22年 1月

5日 まで有効とし、平成22年 1月
6日 をもって前条および本条を肖1
るものとする。


